
申告についてのお問い合わせ先　阿波市税務課（市民税担当）TEL：0883-36-8713

令和８年1月1日に阿波市

に住んでいましたか？

職業または収入の種類は何ですか？

申告が必要です

吉野町地区：吉野保健センター

土成町地区：土成中央公民館

市場町地区：阿波市役所本庁

阿波町地区：久勝公民館

①②以外の所得がありますか？

（郵便局などの個人年金や満期保険金、

農業や営業など）

①会社員・パート・アルバイト・日雇い

などの給与収入がありますか？

②公的年金収入のみですか？

（国民年金・厚生年金など）

はじめに、申告が必要かチェックしてください。（申告の目安です。詳しくは阿波市税務課までお問い合わせください。）

次のいずれかに該当しますか？

▶国民健康保険に加入している方【☎36-8712】

・国保加入者とその世帯主

※世帯主が国保加入者でない場合を含みます。

▶後期高齢者医療制度に加入している方【☎36-8712】

・後期高齢者医療制度加入者とその加入者と同一世帯員の方

※収入のない方でも保険料の減額や高額療養費の支給を受ける

には申告が必要です。

▶介護保険料【☎36-6814】

① 令和８年度中に65歳以上となる方

② ①の方と同一世帯員の方

▶あわっ子はぐくみ医療費を受給されている方（保護者）【☎36-6813】

・0歳から18歳までのお子さんの保護者の方

▶国民年金保険料の免除を申請する方【☎36-8710】

▶市営住宅に住んでいる方【☎36-8731】

▶各種手当を受給している方（担当課へお問い合わせください）

▶課税証明・所得証明が必要な方【☎36-8713】

令和７年中（1月から12月）

に収入はありましたか？

所得税の確定申告はしますか？

※確定申告が必要な方は、右下の

令和８年1月1日現在

住んでいた市町村へ

お問い合わせください。

１カ所からの給与収入のみで

年末調整はお済みですか？ 年金のうち、遺族年金・障害年金のみを受けていますか？

次のいずれかに該当しますか？

●65歳未満（昭和3６年1月2日以降生まれ）で公的年金収入が98万円以下

●65歳以上（昭和3６年1月1日以前生まれ）で公的年金収入が148万円以下

年金の源泉徴収票に記入されていない控除（生命保険料・地震保険料・医療費など）や

扶養（親族・配偶者）を追加しますか？

申告が必要な方は「所得金額の合計額」から「所得控除の合計額」を差し引くと「残額」がある場合などで、主に

次のような方です。

●事業所得（製造業・小売業・農業など）や不動産所得、譲渡所得などがある

●給与所得があり、次のいずれかに該当

①給与の収入金額が２０００万円を超える

②給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が

２０万円を超える

③給与を２カ所以上から受け取っているなど

※確定申告書を提出する必要がない場合でも、所得税の還付を受ける申告書を提出することができる場合があります。

※確定申告書の提出先は、原則として申告の際の住所地（納税地）を管轄する川島税務署です。

※ 所得税の確定申告について

（申告内容によって、税務署での申告が必要な場合がありますので、裏面をご覧ください）

申告に必要な書類については、裏面をご覧ください。

所得の申告受付が始まります

3
16

[月] までに

※ 所得税の確定申告について

申告は不要です

所得税などの確定申告

●公的年金に係る雑所得があり、次のいずれかに該当

①公的年金の収入金額が４００万円を超える

②公的年金の収入金額が４００万円以下でも、公的年金に

係る雑所得以外の所得金額が２０万円を超える
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をご覧ください。

また、裏面をご覧ください。
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令和8年確定申告会場


